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自宅学習に伴うパソコン等の貸与について（通知） 

 

 

このことについて、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により学びの機会を 

提供する手段の一つとして、普段学校で利用しているパソコンの貸与を可能とする運

用を開始します。 

つきましては、自宅で学習する際に貸与パソコンの利用が必要な場合、下記を確認

の上、家庭学習用パソコン等貸出希望票を提出くださいますようお願いします。 

 

記 

 

１ 自宅学習に伴うパソコンの利用について 

  別添「パソコン家庭活用ガイドライン」のとおり 

 

２ パソコンの借用申請について 

  別添「家庭学習用パソコン等貸出希望票」を学校に提出すること 

 

問合せ先 

 蕨市立中央東小学校 

 教 頭 加藤 清志 

電 話 443－3102 



様式４ 

パソコン家庭活用ガイドライン 

令和３年１月１３日 

蕨 市 教 育 委 員 会 

 

１ 目的 

  学習の機会の提供に向け、自宅での学習ができるよう、パソコン等を併用した家庭での

自宅学習を行う際に必要なルールを示す。 

 

２ 必要な物品 

  自宅学習を行うためには、原則、パソコンと回線（インターネット接続環境）が必要とな

る。 

 ＜考慮すべき事項＞ 

○ 回線（無線(Wi-Fi)・携帯通信(LTE)など、インターネットの利用が出来る接続手段） 

（家庭の無線(Wi-Fi)環境への接続は、保護者が行うこと） 

（携帯通信(LTE)では利用に際しパケット量が多く発生するので注意すること） 

○ 教育委員会が必要と判断した際には、学習者用パソコンを保護者に貸出すことを可能

とする。ただし回線を使用する場合は保護者負担とする。 

 

３ 利用における注意事項 

  利用者（貸与パソコンの利用者）は、以下を遵守すること。 

（１）パソコンの回線接続に関するサポートは、学校では行わない。 

（２）学校から学習指示があった教材利用についての質問は、学校に問い合せること。 

（３）パソコンのそばでの飲食は禁止とする。（パソコンを机上に置いたままその机で食事

するなど） 

（４）ユーザーID とパスワードは、他人に教えないこと。 

（５）パソコンは自己管理し、その利用及び破損・紛失等に注意すること。 

※破損等の不具合が生じた場合は、遅滞なく学校へ報告し指示を仰ぐこと。 

※不具合時には、「事故報告書（発生日時・状況等）」の提出を要する。 

※紛失等の際には、速やかに学校へ報告すること。パソコンをロック（使用禁止）します。 

（６）パソコン利用において不具合が生じた場合、遅滞なく速やかに学校へ報告すること。 

（７）USBメモリ等の外部装置・周辺機器の接続及び利用を禁止する。 

（８）学校から指示の無いファイルダウンロード・ソフトインストールを禁止する。 

（９）学習に関係ないサイトの閲覧・利用、SNS への書き込み、写真・動画の配信は禁止

する。 

（10）他人への誹謗中傷（SNS・掲示板への投稿）などは禁止する。 

（11）パソコンと電源ケーブルセットを貸与するので、家庭で充電すること。 

 

４ その他 

  本ガイドラインに記載の無い事項については、随時、教育委員会で協議決定する。 



様式５ 

「家庭学習用パソコン等貸出希望票」 

申 請 日 令和   年   月   日（     ） 

学 校 名  

学年・組  

児童生徒氏名  

保護者氏名  

連 絡 先  

貸出製品 
パソコン ・ 電源ケーブルセット 

その他（                ） 

 

１ 借用期間 

  令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

  ※休校期間延長に伴う貸出期間の延長が有る場合には、学校の指示に従う。 

 

２ その他 

（１） 利用に際しては、別紙「パソコン家庭活用ガイドライン」に従うこと。 

（２） 家庭で複数の児童生徒がいる場合、原則児童生徒数分の台数の貸与とする。 

（３） 利用方法については、学校の指示に従うこと。 

（４） パソコンと電源ケーブルセットを貸与するので、各自破損、盗難、紛失等が無

いよう適切に管理すること。 

（５） 外部装置・周辺機器の接続及び利用を禁止する。 

（６） ファイルのダウンロード・ソフトのインストールを禁止する。 

（７） 学習に関係ないサイトの閲覧・利用、SNS への書き込み等を禁止する 

（８） パソコンの周りでの飲食を禁止する。（故障原因となるため） 

（９） 運用に支障をきたす場合やルールに従わない場合、パソコンの貸与を中止する。 

（10） 紛失等の際には、速やかに学校へ報告すること。パソコンをロック（使用禁止）

します。 

※ 確認欄（記入不要） 

 貸出返却日時 担当者氏名 確認事項（貸与製品） 

貸出日 令和   年   月   日  
□パソコン   □電源ケーブル 

□その他（         ） 

返却日 令和   年   月   日  
□貸与製品・数量等異常なし 

□破損・紛失等あり（     ） 

 


